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鳥取市立病院入院セット提供業務 実施要領 

 

１．目的 

本実施要領は、鳥取市立病院入院セット提供業務（以下「本業務」という。）を行う事業者を

公募型プロポーザル方式により選定するために必要な事項を定めるものである。 

 

２．業務の概要  

（１）業務名 

鳥取市立病院入院セット提供業務 

（２）業務内容  

仕様書のとおり 

（３）業務期間 

契約の締結日から令和７年３月３１日まで・・・・・・準備期間 

令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで・・・本業務期間 

ただし、準備期間に係る費用は受託者の負担とする。 

（４）鳥取市立病院概要 

   病床数３４０床   標榜科２３科 

 令和５年度 令和４年度 令和３年度 

１日あたり平均入院患者数 ２３５．６ ２３４.０ ２４３．５ 

１日あたり平均新入院患者数 １７．１ １６．８ １７．７ 

平均在院日数 １２．８ １２．９ １２．７ 

      

３．費用 

（１）見積金額 

見積金額については、入院セット名ごとに個別の日額を提供料金として提案すること。 

 

４．参加資格  

本件公募型プロポーザルに参加できる者は、次に示す要件をいずれも満たしている者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者である

こと。  

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続き開始の申し立てがなされ

ている者でないこと。  

（３）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続き開始の申し立てがなされ

ている者でないこと。  

（４）この公告の日以後契約を締結するまでの間において、鳥取市入札参加資格者指名停止措置要

綱（平成２５年４月１日制定）に基づく指名停止措置（同要綱附則第４項の規定による指名停

止措置を含む。）を受けている期間がある者でないこと。 

（５）令和元年度以降に許可病床数３００床以上の規模の病院において、本業務と類似する業務を

２年以上継続して履行した実績を有している者であること。 

（６）製造の請負、物品の売買及び修理、役務の提供並びに物品の賃貸に係る調達契約の一般競争

入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査申請手続等について（令和５年

１０月２７日鳥取市告示第５９３号）に基づく競争入札参加資格を有するとともに、その資格
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区分が別表に定める「役務」の「その他」に登録されている（又は契約締結時までに登録が予

定されている）者であること。 

 

５．担当課 

  〒６８０－８５０１ 

 鳥取県鳥取市的場１丁目１番地 

 鳥取市立病院事務局総務課業務管理室 

 電話：０８５７－３７－１５２２ 

 FAX：０８５７－３７－１５５３  
 e-mail：gyoumu@hospital.tottori.tottori.jp 
  

６．全体スケジュール  

本プロポーザルにおける実施スケジュール等を以下に示す。  

項目  期間  備考  

(1)公告  令和6年11月20日（水） 鳥取市立病院のHPに公表  

(2)実施要領等の交付  令和6年11月20日（水） 

～12月3日（火）15時まで  

鳥取市立病院のHPにて交付  

(3)競争入札参加資格申請書の

提出（参加資格未登録の場合）  

令和6年12月4日（水）15時まで  鳥取市役所本庁舎4階に必要

書類を提出すること。  

(4)企画提案参加表明書等の提出 令和6年12月4日（水）15時まで 企画提案参加表明書（様式

1）  

他必要書類 

(5)資格要件審査・結果通知  令和6年12月10日（火）  電子メールにて通知  

(6-1)質問の受付  令和6年11月20日（水） 

～ 12月3日（火） 15時まで 

質疑書電子メールによる提

出・通知  

(6-2)質問の回答 令和6年12月10日（水） 鳥取市立病院のHPに公表 

(7)辞退届の提出期限  令和6年12月17日（火）15時まで 辞退届（様式4）  

(8)企画提案書・見積書等の提出 令和6年12月17日（火）15時まで 企画提案書（表紙）（様式3） 

提出は持参のみ  

(9)プレゼンテーションの実施  令和6年12月23日（月）  13：00～ 

3階会議室 

(10)優先交渉権者決定通知  令和6年12月26日（木） 郵送（鳥取市立病院の HPにも

公表）  

(11)契約交渉  令和6年12月26日（金） 

～令和7年1月10日（金）  

  

(12)契約締結  令和7年1月下旬予定    
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７．実施要領等の交付 

令和６年１１月２０日（水）から同年１２月３日（火）までの間に鳥取市立病院公式ホームペー

ジ（https://hospital.tottori.tottori.jp/）から入手するものとする。 

 

８．競争入札参加資格申請書の提出に関する事項（参加資格未登録の場合）  

（１）提出期限  

令和６年１２月４日（水）１５時まで 

（２）提出場所 

鳥取市役所本庁舎４階 鳥取市総務部検査契約課（電話：0857-30-8122） 

（３）提出書類及び提出方法 

「令和６・７年度鳥取市競争入札参加資格審査申請書（物品、役務等）提出要領」のとおり 

 

９．参加表明書等の提出  

（１）提出期限 

   令和６年１２月４日（水）１５時まで 

   ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前９時から午

後５時までの間とする。 

（２）提出場所  

５の担当課へ直接持参すること。 

（３）提出書類  

① 参加表明書（様式１） 

② 業務実績（任意様式） 

令和元年度以降に許可病床数３００床以上の規模の病院において、本業務と類似する業務

を２年以上継続して履行した実績 

③ 会社概要（任意様式）  

本社所在地、支店・営業所所在地、設立年月日、資本金、従業員数、関連会社、財務諸表

（直近決算の貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書）等 

④ 鳥取市競争入札参加資格決定通知書（写し）若しくは競争入札参加資格審査申請書（写し） 

 

１０．参加資格の確認の結果 

令和６年１２月１０日（火）までに電子メールにて通知する。 

 

１１．説明会に関する事項  

実施しない。  

 

１２．質問の受付及び回答 

（１）質問期限 

   令和６年１２月３日（火）１５時まで 
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（２）提出方法  

   質疑書（様式２）により、電子メールに添付して提出すること。なお、提出の際は電話によ

り電子メールの到達を確認すること。 

（３）質問への回答 

   令和６年１２月１０日（水）までに鳥取市立病院公式ホームページに掲載する。なお、質問

に対する回答は、本要領及びその他配布された提供資料の追加又は修正とみなす。 

     
１３．参加辞退に関する事項  

参加を辞退する場合は、辞退届（様式４）を令和６年１２月１７日（火）１５時までに５の担

当課へ提出すること。  

  

１４．企画提案書等の提出 

（１）提出期限  

令和６年１２月１７日（火）１５時まで 

（２）提出場所  

５の担当課へ直接持参すること。 

（３）提出書類  

①企画提案書（様式３）  

②リネン類の洗濯業務をおこなう業者の医療関連サービスマーク認定書（写し） 

（４）提出部数  

正本１部、副本８部提出すること。  

また、(３)の書類を電子媒体（CD-R）に格納し、１部提出すること。  

（５）留意事項  

(４) に示す書類のうち、①企画提案書については、企画提案者本人の指名（法人の場合は、

その名称又は商号）の記載及び押印（法人の場合は、代表者印）をしたもの。  

 

１５．プレゼンテーション 

プレゼンテーション資料は、企画提案書の内容に準じてMicrosoft  PowerPointにて作成し、

外部媒体（必ず事前にウィルスチェックを実施すること。）にて持参すること。 

また、提案する入院セットのサンプルを１セット持参すること。 

 （１）日時 令和６年１２月２３日（月）予定 ※具体的な日時等は、別途通知する。 

（２）場所 鳥取市立病院 ３階会議室 

（３）説明順番 企画提案書の提出順とする。 

（４）時間配分 プレゼンテーション ２０分以内 

        質疑応答      １０分程度 

（５）参加人数 ３名以内 

（６）その他 

  ・説明は、提出された企画提案書をもとに行うものとし、追加資料の提出は認めない。 
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    ・プロジェクター及びスクリーンは病院側で準備するが、パソコンは提案者側で準備する

こと。 

    ・プレゼンテーションの日程や実施方法については変更する場合がある。 

    ・提案する入院セットのサンプルを１セット持参すること。 

 

１６．提案の審査等に関する事項  

契約候補者の選定結果は、入院セット提供業務プロポーザル審査委員会での審査後速やかにプ

レゼンテーション審査を受けた全ての提案者に文書にて通知する。 

 

１７．企画提案の失格または無効に関する事項  

（１）失格に関する事項  

企画提案者が、入院セット提供業務プロポーザル審査委員会又は関係者に企画提案に関する援

助等を求めた場合、失格とする。  

（２）無効に関する事項  

次のいずれかに該当する企画提案は、無効とする。  

① 参加に必要な資格要件がない者又は選定期間内に失効した者が行った企画提案。  

② １の企画提案者が行った２以上の企画提案  

③ 虚偽の記載をした者が行った企画提案  

④ 記載すべき内容の全部又は一部が記載されていない企画提案  

⑤ その他、実施要領等において示した事項等に違反した企画提案  

  

１８．契約等に関する事項  

（１）契約交渉  

本病院は、１６に示す審査の結果、最優秀提案者と本業務の業務委託に関する契約交渉を行

う。ただし、最優秀提案者との契約交渉が整わない場合、次点の提案者と契約交渉を行う。  

（２）契約書  

契約書は別に定める。  

  

１９．その他  

（１）企画提案に係る費用等  

企画提案書の作成・提出、プレゼンテーションへの参加等、一切の費用は企画提案参加者の

負担とする。また、企画提案書等の書類は返却しない。  

（２）担当予定者の変更  

企画提案書等に記載した担当予定者を変更する場合は、事前に当院に届け出るものとする。

その場合には、従前の担当予定者と同等以上の技術・実績を有する者とし、そのことを示す書

類をあわせて提出すること。  

（３）提出書類の著作権等の取扱い  
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提出された書類に含まれる著作物の著作権は、提案者に帰属する。ただし、選定結果の公表

等、本件公募型プロポーザルの用途として使用する場合であって必要と認めるときは、当該書

類等の全部又は一部を無償で使用できるものとする。 

（４）使用する言語等  

企画提案に使用する言語は日本語、通貨単位は日本円、単位は計量法（平成 4年法律第 51

条）、時刻は日本標準時とする。  

（５）契約保証金  

契約保証金は免除する。  

（６）審査又は契約の延期  

天災その他やむを得ない理由により、審査又は契約を行うことができないときは延期する。

なお、この場合における企画提案参加者の損害は提案者の負担とする。 


